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1 R4.7.8 R4.9.2 大江戸線沿線状況等基礎調査（その３）委託　報告書（令和４年２月） 358 1 1

大江戸線延伸部の駅位置や駅数については、将来需
要の推計を実施するために仮に設定したものであ
る。これらの情報は、公にすることにより、率直な
意見の交換及び意思決定の中立性が不当に損なわれ
るおそれ、当該情報が確定した情報と誤認され、不
当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の
者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすお
それがあるため。
（東京都情報公開条例第７条５号に該当）
将来需要の推計年次及び条件設定値については、当
局が将来需要の推計を実施するために仮に設定した
ものである。これらの情報は、公にすることによ
り、率直な意見の交換及び意思決定の中立性が不当
に損なわれるおそれ、当該情報が確定した情報と誤
認され、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ
又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益
を及ぼすおそれがあるため。
（東京都情報公開条例第７条５号に該当）
大江戸線延伸の将来需要の推計結果については、内
部における検討のために試算した値及び分析であ
る。これらの情報は、未成熟な情報であって、公に
することにより、率直な意見の交換及び意思決定の
中立性が不当に損なわれるおそれ、当該情報が確定
した情報と誤認され、不当に都民の間に混乱を生じ
させるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若
しくは不利益を及ぼすおそれがあるため。
（東京都情報公開条例第７条５号に該当）

交通局総務部
企画調整課

2 R4.8.20 R4.9.2
令和４年８月19日付けで交通局自動車部管理課が新・東京交通労働組合
から受領した文書

12 1 1

受領した文書のうち新・東京交通労働組合から当局
への要望に係る部分は、内容が公にされないことを
前提としたものであり、当該箇所を公にすることに
より、組合又は組合員から具体的かつ客観的な情報
が十分得られなくなり、交通局の事業の適正な遂行
に支障を及ぼすおそれがあるため。
（東京都情報公開条例第７条６号に該当）

交通局自動車
部管理課

3 R4.8.20 R4.9.2

・南千住営業所（８月から労働組合を脱退する職員について）の副所長
が作った文章
・2022年８月19日 16:00～16:50頃まで管理課、職員と話し合いした時の
筆記した時の文章

1
当該公文書は、実施機関では作成及び取得しておら
ず、存在しないため。

交通局自動車
部管理課

4 R4.9.2 R4.9.6
「地下鉄駅建築・設備点検及び保守業務等の委託」
上記委託に係る内訳書

8 1
交通局建設工
務部建築課

5 R4.9.2 R4.9.8
「地下鉄駅施設等工事保安立会業務委託（単価契約）」
上記委託に係る内訳書

3 1
交通局建設工
務部建築課

6 R4.9.2 R4.9.8
「庁舎等工事監理補助業務委託」
上記委託に係る内訳書

6 1
交通局建設工
務部建築課

7 R4.8.29 R4.9.12
東京都交通局自動車部南千住自動車営業所に設置されている端末の過去
１年間（令和３年８月30日から令和４年８月29日まで）のインターネッ
トのアクセスログのデータ

1

インターネットのアクセスログデータは、職員が組
織的に用いるものではなく、公文書開示請求の対象
となる公文書に該当しないため。

交通局自動車
部管理課

8 R4.8.30 R4.9.13
日暮里操車場の運行日誌（里２２，都０８系統）令和３年８月３１日か
ら令和４年８月３０日までのもの

336 1
当該文書は１か月保存の公文書であるため、令和４
年６月30日以前のものは廃棄済みであり、現在は存
在しないため。

交通局自動車
部管理課

9 R4.9.3 R4.9.14
ドライブレコーダー設置運用基準
（平成２３年３月３１日２２交自第2171号）

7 1
交通局自動車
部営業課

決定区分 （根拠規定）条例７条



10 R4.9.5 R4.9.13

・日暮里操車場8月26日のシステムに電話でPCの調子が悪いので修理依頼
（11:03～12:10）までの作業、文章で残したPCの作業報告書
・この様な事が無いのでNECに状況を聞いてみますと言っていたのでNEC
の回答の内容

1
当該公文書は、実施機関では作成及び取得しておら
ず、存在しないため。

交通局自動車
部管理課

11 R4.9.5 R4.9.16 管理職手当に関する規程（昭和41年交通局規程第90号）
当該公文書は、東京都ホームページにて公表されて
いるため。
（東京都情報公開条例第18条２項に該当）

交通局職員部
労働課

12 R4.9.5 R4.9.16
三田線橋梁通常全般検査・点検委託
委託総括表、特記仕様書、種別内訳書、図面終、代価明細書

61 1
交通局建設工
務部保線課

13 R4.9.9 R4.9.20

・「新規事業」の内容が分かる文書及び新規事業を発案した根拠のわか
る文書
・上記新規事業の業務を職員に特定して打診した理由のわかる文書及び
職員でなければ当該業務ができない理由がわかる文書

1
当該公文書は、実施機関では作成及び取得しておら
ず、存在しないため。

交通局自動車
部管理課

14 R4.9.9 R4.9.22
東京都行政財産使用許可書（令和４年３月18日付３交資第2376号）のう
ち自動車部に係る部分

20 1

各自動車営業所の平面図に記載された名称等は、公
にすることにより、窃盗等犯罪の予防その他の公共
の安全と秩序の維持に支障を及ぼす恐れがあるた
め。
（東京都情報公開条例第７条４号に該当）

交通局資産運
用部資産活用
課

15 R4.9.14 R4.9.26
東京都交通局運輸系職員の採用に係るPR活動業務委託に伴う業者の決定
について、起案原義ではなく、入札に参加した業者と入札結果が分かる
もの

1 1
交通局資産運
用部契約課


